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栄えある表彰
国土交通大臣表彰（建設事業関係功労）

本　多　　茂　氏

　国土交通省は、長年建設業に従事し、建設事業の推進、業界の発展に寄与した功績が

顕著な個人に対して表彰を行っています。

　本年度は、

　　一般社団法人　岡山県建設業協会　副会長

　　　　　　　　　本　多　　茂　氏（㈱本多組　代表取締役）

が国土交通大臣表彰の栄をになわれ、11月25日（木）斉藤国土交通大臣から表彰状と

記念品を授与されました。

　心よりお慶び申し上げます。

本　多　　茂　氏
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役員研修会を開催

　去る11月29日（月）役員研修会を開催しました。

　講師に当協会顧問弁護士の小林裕彦先生をお迎えしてご講演いただきました。

　また、今回は特に広く会員の皆様にお知らせしたい内容であったため、岡山建設会館

の会場での受講とＺＯＯＭによるＷＥＢでの参加のハイブリッド方式で行い、参加者は

熱心に聴講されました。

　テーマ　　会社のコンプライアンス　〜パワハラを中心として〜

　講　師　　小林裕彦法律事務所　顧問弁護士　小林　裕彦　先生
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おかやま就活フェス
新規学卒者等合同就職面接会

　来春卒業予定の大学生などを対象とした岡山労働局や岡山県等主催によるおかやま就活フェス 新規

学卒者等合同就職面接会が11月25日（木）に岡山市北区のジップアリーナ岡山で開催されました。

　会場には約230社の企業が参加し、学生など求職者による就職情報収集や個人面談、職業相談な

どが活発に行われました。

　当協会も、県土木部と合同で建設業相談コーナーを設け建設業をＰＲする資料の配付などを行い

ました。
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岡山県下公共工事の動向〈11月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建災防だより）
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（建退共だより）

加入・履行証明書の発行基準について

独立行政法人勤労者退職金共済機構
　建 退 共 岡 山 県 支 部 
http://okayama-kentaikyo.jp/
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（法律相談コーナー）

第138回　転勤の注意点

●相談内容●
　従業員の転勤を検討しています。何か注意点はありますか。

　本社と営業所のように複数の勤務地がある会社も多く、転勤が必要となる
こともあると思います。また、人材の育成や労働力の調整のために転勤が必要
となることもあると思います。
転勤が争われる場合
　会社の転勤命令に対し、従業員がその効力を争うことがあります。
　争われるパターンは大きく２つです。１つは、勤務地が限定されていると
して争われるパターン。もう１つは、転勤命令が権利の濫用にあたるとして
争われるパターンです。
勤務地の限定
　従業員の勤務地が限定されている場合、会社が一方的に転勤を命ずることは
できず、従業員の同意を得る必要があります。
　明確に勤務地が限定されていることは稀だと思いますが、採用時の会社の
説明内容や労働契約締結時の事情などを考慮して、勤務地が限定されていると
判断されることがあります。裁判例では、転勤には応じられないことを明確に
申し出た上で採用された場合や、現地採用で慣行上も転勤がなかった場合など
に勤務地の限定が認められています。
権利の濫用
　不当な動機・目的で転勤が命じられた場合や、転勤の必要性と比較して従業員
の職業上・生活上の不利益が不釣合に大きい場合には、転勤命令が権利の濫用
として無効となります。
　不当な動機・目的で転勤が命じられることは稀でしょうから、従業員の職業上・
生活上の不利益の大きさが争点になることが多いと思います。老親の介護や
病気をもった家族の世話をする必要があること、従業員本人が転勤困難な病気
をもっていることなどが考慮されることが多いです。
　しかし、近年では、そのような客観的な状況ではなく、従業員の主観的な
期待のようなものを考慮する裁判例も出ています。例えば、配置転換の事案
ですが、従業員が自分の資格・経歴・スキルを活かし、一定のキャリアを形成
していくとか、一定の業務に当たっていくという期待をもっている場合に、
会社は従業員の期待に配慮しなければならない（従業員の資格・経歴・スキル
を活かすことができるような配置転換をしなければならない）とする裁判例
があります。
実務対応
　このような期待は多くの従業員がもっているでしょうから、これを重視する
と会社の裁量が狭くなってしまうのではないかという疑問もあります。
　ただ、裁判例がある以上は、実務対応に気をつけたいところです。安易に
転勤を命じるのではなく、転勤の必要性をよくよく検討した上で、従業員の理解
を得るべく事前に十分な説明を行うことが必要だと思います。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産
管財人、民事再生監督委員、地方自
治体包括外部監査業務などを主に
取り扱う。
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）

URL:https://www.kyousaidan.or.jp/
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（建設業総合補償制度のご案内）
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（岡山県からのお知らせ）

令和３年度北方領土に関する標語・キャッチコピー
入選作品の発表について

独立行政法人北方領土問題対策協会
（令和 3年 10 月 26 日決定）

　全国の皆様から12,672作品のご応募をいただき、10月 26日（火）に開催しました選考会において選考した結果、
以下のように決定しましたので、お知らせいたします。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

　最　優　秀　賞

　手を繋ぎ　返還願う　大きな輪　　　　　　　　　　　　　　　河　谷　亜翔夢（京都府宇治市）

　優　　秀　　賞

　動きだそう　かがやく未来の　四島のため　　　　　　　　　　松　丸　杏　奈（千葉県鎌ケ谷市）

　返還へ　美しき四島に　思い馳せ　　　　　  　　　　　　　　三　箇　悠　斗（千葉県船橋市）

　返還へ　国民の心　合わせよう　　　　　　　　　　　　　　　小　谷　仁　志（岡山県真庭市）

　子と孫に「ここも日本」と伝えたい　　　　　　　　　　　　　堀　　　将　大（岡山県倉敷市）

　佳　　　　　作

　たくさんの　声を集めて　返還へ　　　　　　　　　　　　　　江　頭　魅　凰（岡山県岡山市）

　四島について正しく理解　それが返還への大きな力                  川野輪　香　心（青森県八戸市）

　四島戻れ　時代変われど　忘れない　　　　　　　　　　　　　中　道　一　浩（三重県鈴鹿市）

　四島の　墓標に誓う　我が祖国　　　　　　　　　　　　　　　原　茂　敬　浩（東京都福生市）

　返還を　待つのではなく　動き出そう　　　　　　　　　　　　清　水　歩　美（千葉県市川市）

し ま

し ま

みんな

し ま

し ま

よんとう
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3.11.15
3.11.15
3.11.17
3.11.24
3.11.29
3.11.30

正副会長会
令和４年度建設関係予算確保等の陳情（自民党県議団）
全建　正副会長会・理事会
岡山県建築住宅センター㈱　取締役会
役員研修会（ハイブリッド方式）
西日本建設業保証㈱　参与会

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp

　　　　

発行

協　会　日　誌

3.11.18
3.11.26

岡山地区安全指導者協議会・建部地区パトロール
中国・四国ブロック事務局長会議（広島）

建 災 防 日 誌


